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１．はじめに

今日、インターネットは、我々の生活に欠くことの

できないインフラストラクチャとなっており、それは

大人だけにとどまらず、青少年にとっても同様と言え

る。その一方で、コミュニケーション上のトラブル、

ネットいじめ、違法・有害情報の閲覧、インターネッ

トを介した犯罪者との遭遇、プライバシーや個人情報

の流出、セキュリティ・リスク等、様々なインターネッ

ト上のリスクも存在している。

この様なリスクに対して、青少年は成人よりも、弱

者の立場にある。なぜなら、彼らは発達段階にあり、

感情をコントロールする能力が未発達であり（Giedd, 

2015）、リスクに対して冷静に判断をする能力が十分

に備わっていないからである（Jensen & Nutt, 2015）。

O’Neill, B et. al.（2011）は、青少年の判断力の脆弱性

が、彼らのリスク発生の要因となっていることを指摘

している。

よって、社会として、インターネット環境において

弱者の立場にある青少年を保護し、彼らがインター

ネット上で自由に自身を表現できる利用環境を確保

することが必要であると言える。この様な状況を鑑

み、OECD は 2012 年に「オンライン上の子どもの保

護勧告（Council Recommendation on the Protection 

of Children Online）（以下：OECD 勧告）」を勧告し、

国際社会に対してして政策協調することを呼びかけた

（OECD, 2012）。

この OECD 勧告は、国際政策における段階的なプ

ロセスを経て策定されたものである。2008 年６月、

ソウルで開催された閣僚級会議では、青少年保護に向

けて政府や執行機関による国境を越えた協力が要求

＜論　　文＞

OECD オンライン上の子どもの保護勧告と国際機関における 
政策協調関係の検証

Verification of Policy Coordination between International Organizations for 
the OECD Recommendations on the Protection of Children Online

東京国際工科専門職大学　齋　藤　長　行

International Professional University of Technology in Tokyo

Nagayuki SAITO

ABSTRACT:

Although the Internet benefits youth in a variety of way, the risks it represents is a global problem. In 2012, 

the OECD issued the “The OECD Council Recommendation on the Protection of Children Online” in response to 

this challenge. Following these recommendations, each international organization has taken measures to protect 

youth according to its responsibilities. This study aimed to verify the policy coordination between international 

organizations’ youth protection policies today, approximately 10 years after the OECD recommendation. The 

results indicated that while youth protection treaties have been developed and various international organizations 

have published guidelines and official reports, progress in implementing evidence-based policies is insufficient.

キーワード：インターネット青少年保護、OECD 勧告、国際機関、政策協調、エビデンスに基づく青少年保護

Keywords:　 Protection of Children Online, OECD Recommendation, International Organizations, Policy 

Coordination, Evidence-Based Child Protection



― 37 ―

国際公共経済研究第32号　2 0 2 1 年
International Public Economy Studies Vol. 32 2021

された（OECD, 2008）。ソウル宣言を受けて、OECD 

はアジア太平洋経済協力会議電気通信・情報作業部会

（APEC TEL）と共同開催によるシンポジウム「子ど

もたちの安全なインターネット利用を促す経済活動の

メンバーによる協力について」を開催した（OECD, 

2009）。2010 年の OECD 情報セキュリティ・プライ

バシー作業部会（WPISP）では、インターネットを

利用する青少年のリスクと保護政策に関する討議が行

われている（OECD, 2012）。

OECD 勧告は、国際連合の「子どもの権利条約

（Convention on the Rights of the Child）」にならい、

青少年が責任あるデジタル市民となるよう教育・保護

することを原則に組み込んでいる。さらに、インター

ネット上で青少年を守るために直面する三つの喫緊の

政策課題として、「エビデンスに基づく政策形成アプ

ローチを採り、青少年保護政策を最適化させ、客観性・

妥当性を高めること」、「インターネットの青少年保護

に関連する諸政策との連携・協調を図り、一貫性の高

い政策を講じること」、そのために「国際協力の基盤

を構築し、国境を超えるインターネットのリスクに対

処すること」を挙げている。特に、本勧告の第五章で

は、各国際機関との協調の下でインターネット青少年

保護政策を講じることを目指している。OECD 勧告

が規定されてから約 10 年が経とうとしている今日に

おいて、インターネット青少年保護の進展と国際機関

の相互の関係を明らかにすることは、これまでの青少

年保護政策を評価し、今後の方策を検討する際の手掛

かりとなるであろう。

２．先行研究レビュー

本章では、インターネットの青少年保護に関する国

際的な政策協調に関する先行研究を概観しつつ、本研

究の意義を明らかにしたい。先ず、インターネットガ

バナンスの観点から政策協調に関する先行研究をレ

ビューする。次に、各国際機関による青少年保護政策

に関する先行研究をレビューし、その上で本研究を行

う意義を述べる。

２．１．インターネットガバナンスに関する先行研究

先ず、インターネットガバナンスの観点から政策協

調に関する研究を概観する。生貝（2011）は、青少年

保護を講じる場合、青少年有害情報に対する規制は、

情報発信者の表現の自由にも抵触する恐れがあること

から、政府規制による対処が困難となることを指摘し

ている。その上で、そのような問題を回避するための

方策として民間による自主規制が有効となることにつ

いて言及している。しかし、自主規制は、規制される

側が自らを規制する構図となるため、規制政策の実行

力が十分に発揮されない恐れを内包している（Goggin, 

2009）。その解決策として、自主規制の内容を順守さ

せる強制装置としての共同規制が有効な方策の一つに

あげられる（Ofcom, 2008: 谷口 , 2003）。

また、OECD（2011）は、青少年保護は、国際的な

協調のもとで、一貫性をもって講じることが重要であ

ることを指摘している。そのためにも、政府・民間だ

けにとどまらず、国際機関などの様々な関係者が関与

するというマルチステークホルダーの体制によって、

協調的に共同規制を講じることが求められる。

２．２�．各国際機関による青少年保護政策に関する先

行研究

次に、各国際機関によるインターネットの青少年

保護政策に関する先行研究を概観する。UNICEF は、

Global Kids Online という国際調査を実施している。

この調査は、デジタルリテラシー、市民参加、リスク

行動等の政策課題について、比較可能なエビデンス

を提供することを目的としている（Byrne ＆ Burton, 

2017）。その結果は、研究者向け・政策担当者向けの

ツールキットとして、青少年保護の取組を支えている

（Byrne、et. al., 2016）。

青少年のインターネット利用の権利に焦点を当てて

みると、Livingstone et. al.（2016）は、UNICEF との

共同研究において、インターネットガバナンスにおけ

る彼らの権利の確保の重要性を指摘している。さらに、

Livingstone et. al.（2017）は、青少年はデジタルコン

テンツの制作者でもあることから、彼らの参加する権

利、情報を提供する権利、表現の自由の権利を尊重し

た上での政策立案が重要であることを指摘している。
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次に、青少年の性的搾取に対する国際協力に関する

研究に目を向ける。Lanzarote Committee（2019）は

青少年保護の立場から、青少年によって生成・共有さ

れた性的画像やビデオが、彼ら自身が共有する場合

は児童ポルノ所持に当たらないと言う見解を示してい

る。欧州評議会は、その見解に準拠した青少年保護政

策を講じている。

これらの先行研究は、インターネットの青少年保護

に関する個別の国際政策に対して焦点が向けられてい

る。一方で、OECD 勧告を手掛かりに国際機関の協

調関係に焦点を当てた研究はあまりみられない。青少

年保護に関する国際政策を検証し、OECD 勧告との

関係性を明らかにすることにより、国際協調の進展を

評価することは意義があると言えよう。

３．研究コンセプト

本研究では、インターネット青少年保護政策に関す

る国際協調の状況を明らかにするために、OECD 勧

告と各国際機関が講じた国際政策の相互関係を検証す

る。先ず、OECD 勧告の国際機関に向けた勧告内容

を概観する。次に、各国際機関が講じているインター

ネット青少年保護政策の要点をあげる。それらを基に、

第４章では OECD 勧告の勧告項目を評価軸として、

各国際機関の青少年保護政策の相互の関係を明らかに

する。

３．１．国際機関との協調に関係するOECD勧告の内容

OECD 勧告は大別して、「Ⅰ：全ての関係者に対す

る青少年保護の原則」、「Ⅱ：各国レベルにおける青少

年保護を講じるための勧告」、「Ⅲ：国際レベルでの青

少年保護を講じるための勧告」の三つのパートに分か

れている。これらのパートのうち、本研究が検討対象

としている国際機関に関係する勧告は、Ⅰの全ての関

係者に対する勧告とⅢの国際レベルでの青少年保護に

関する勧告となる。以下では、国際機関が関係する勧

告の各事項を概観していく。

３．１．１．全ての関係者に対する青少年保護の原則

インターネット青少年保護政策を講じる上での原理

原則として、本勧告では「エンパワーメント」、「基本

的な価値とそのバランス」、「柔軟性」をあげている。

先ず、エンパワーメントとして、１）全ての関係者が

安全なインターネット環境づくりへ貢献すること。２）

青少年の監督者としての保護者を最大限サポートする

こと。３）青少年が安全安心かつ責任ある態度でイン

ターネットを利用することができるよう青少年と保護

者をエンパワーメントすることを勧告している。

次に、基本的な価値とそのバランスとして、勧告で

は４）青少年がインターネットを利用することで得ら

れる利益や機会を制限することなく、インターネット

上のリスクから可能な限り保護すること。５）他のイ

ンターネット政策との一貫性を持った保護政策を講じ

ること。６）民主主義の基本的な価値を踏まえ、表現

の自由、プライバシーの保護、自由な情報の流通を阻

害しないことを勧告している。

次に柔軟性についてみていくと、７）年齢の違いや

発達段階の違い、特別に配慮が必要となる度合いに応

じた青少年保護を講じること。８）急激なテクノロジー

の進歩や利用状況の変化等を特徴とするダイナミック

なインターネットの環境が持続されるように中立性を

保つことを勧告している。

３．１．２．国際レベルで青少年保護を講じるための勧告

国際レベルで青少年保護を講じるための勧告として

は、「国際的ネットワークの強化」、「国際政策を講じ

るための情報共有」、「地域的・国際的能力開発の取組

の支援」、「国際・地域組織の協調」があげられてい

る。国際的ネットワークの強化としては、９）ネット

上のトラブル、犯罪被害に遭遇した際の通報先として

のホットラインの整備や、インターネットの安全利用

に対する意識を向上させるための啓発活動に関する国

際的ネットワークを構築することを勧告している。

国際政策を講じるための情報共有としては、各国政

策を実証的な質的・量的側面から分析し国際比較する

ことを指摘しており、これには次の政策的課題が含ま

れる。10）国際比較を可能とする統計的指標により、

青少年のインターネット利用割合、リスクの発生割

合、リスクに対する子どもたちと保護者の意識状況、
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リスクへの対処手法及び政策の影響や効果を共有する

こと。11）青少年の年齢を区分する等して、リスクや

政策対応策を各年齢層に整合させること。12）インター

ネットの急速な発展と子どもたちの利用状況の変化を

考慮した政策を講じることを勧告している。

地域的・国際的能力開発の取組の支援としては、13）

啓発教育による意識向上手法の成功事例の共有や、学

校教育におけるインターネット・リテラシーの育成等、

多様な教育活動を介して青少年のインターネットの安

全利用のための能力育成を図ることを勧告している。

国際・地域組織の協調としては、14）OECD をはじ

めとして、アジア太平洋経済協力（APEC）、欧州評

議会（COE）、欧州連合（EU）、インターネットガバ

ナンスフォーラム（IGF）、国際電気通信連合（ITU）

及びインターネット青少年保護に関係する国際的な非

政府組織（NGO）等の相互の政策協調を勧告している。

３．２．検証の対象とする国際機関とその取組

本研究が対象とする国際機関は、OECD が国際的

なインターネット青少年保護政策の連携機関として

あげるアジア太平洋経済協力（APEC）、欧州評議会

（COE）、欧州連合（EU）、インターネットガバナン

スフォーラム（IGF）、国際電気通信連合（ITU）、国

際連合児童基金（UNICEF）とする。以下では、これ

らの国際機関によるインターネット青少年保護の政策

内容を概観する。

３．２．１．アジア太平洋経済協力（APEC）の取組

APEC では、2012 年に行われた電気通信・情報閣

僚会議において、加盟国・加盟地域に対して青少年の

オンラインリスクに対する保護政策の施行を求めてい

る。それは、青少年がインターネット上において適切

な行動がとれるようにするためのサイバー・セーフ

ティおよびサイバー・セキュリティに関する教育の促

進、保護者の意識の向上等、インターネット上の脅威

に対処するための政策を優先的に実施するよう各国に

要請している。特に、APEC の越境プライバシー執

行協力（CPEA）では、プライバシー法の執行におけ

る国際機関協力や地域協力の政策的枠組みを示してい

る（APEC, 2010）。

３．２．２．欧州評議会（COE）

COE は、サイバー犯罪、人身取引、テロ対策、偽

造医薬品対策、女性に対する暴力、子どもの権利、

AI 等の分野における政策に主眼が置かれており、

Cybercrime Committee や Lanzarote Committee 等の

オンライン環境において青少年を保護することを目的

としたイニシアチブが設置されている。Cybercrime 

Committee は、サイバー犯罪に関する欧州評議会条約

の効果的な実施、および締約国間の情報交換を促進す

ることを目的としている（Council of Europe, 2004）。

条約自体は、とりわけ児童ポルノおよび国際協力に関

連する犯罪を対象とする刑法および訴訟法の改革に

関する最低基準を規定している（Council of Europe, 

2001）。Lanzarote Committee において制定されたラ

ンサローテ条約では、性的暴力から子供を保護するこ

とを特に専門とする地域条約であり、情報技術によっ

て拡がる性的搾取および性的虐待からの子どもの保護

に焦点が当てられている（Council of Europe, 2007）。

３．２．３．欧州連合（EU）

EU では、青少年保護の国際的取組として Strategy 

for a Better Internet for Children を 行 っ て い る

（Council of the European Union, 2012）。この政策戦

略では、青少年がインターネットから安全に利益を

得るのに必要な能力を確実に身に付けることを目的

としている（European Commission, 2021a）。また、

Safer Internet Centres では、オンライン上の青少年

の性的虐待問題に対処するために青少年や保護者等に

対して情報提供・支援活動を行っている（European 

Commission, 2021b）。さらに、Safer Internet Forum

では、国際連携のための会議を開催しており、毎年、

欧州諸国をはじめとした様々な国々の利害関係者を集

め、デジタル環境が個人や社会に与える影響について

協議している（Better Internet for Kids, 2020）。

３．２．４．インターネットガバナンスフォーラム（IGF）

国際連合経済社会局（UNDESA）の管轄下にある
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IGF では、インターネットの青少年問題に関する取組

を行う Dynamic Coalition on Child Online Safety を組

織している。本会議では、潜在的に有害なコンテンツ、

行為、犯罪者との接触から青少年を保護することを

目的としている。IGF は、毎年国際的かつ複数の利害

関係者のプラットフォームを提供している（Internet 

Governance Forum, 2018）。

３．２．５．国際電気通信連合（ITU）

国際連合の専門機関である ITU では、啓発政策の

立場からの青少年保護に関する取組を講じている。

Child Online Protection（COP）では、利害関係者の

協議の場として、Council Working Group on Child 

Online Protection（CWG-CP）を編成し、加盟国、産

業界、および外部の専門家の対話を促進させている。

さらに、青少年、保護者、教育者、政策担当者、産業

界の各々を対象としたガイドラインを策定している

（ITU, 2020a）。

３．２．６．国際連合児童基金（UNICEF）

UNICEF の 調 査 部 門 で あ る Innocenti Research 

Centre では、オンライン上の青少年の安全に関する

レポートを数多く作成している。特に、Global Kids 

Online Research Initiativeを立ち上げ、青少年のインター

ネット利用環境に関する国際調査を行っている（Byrne, 

et. al., 2016）。さらに、UNICEF は、ITU と提携してオ

ンラインの青少年保護に関する業界向けのガイドライ

ンを策定している（ITU & UNICEF, 2015）。

４�．各国際機関による青少年保護の取組とOECD勧

告との協調関係

前章における国際機関による青少年保護に関連する

OECD 勧告のレビューと、各国際機関の青少年保護の

取組を踏まえて、本節では、各国際機関による青少年

保護の取組と OECD 勧告との相互関係を明らかにす

る。

４．１．全ての関係者に対する青少年保護の原則

先ず、各国際機関における「全ての関係者に対する

青少年保護の原則に関する勧告」との相互の関係に

ついてみていく（参照：表１）。APEC では、青少年

の保護に特化した政策は講じていないものの、Cross-

border Privacy Enforcement Arrangement（CPEA）

において、青少年を含む人々の国境を越えたパーソナ

ルデータの保護のための措置として、移転先の執行機

関に対する情報の提供、調査等、協力を依頼するため

の枠組みを規定している（APEC, 2010）。

COE では、青少年や保護者のエンパワーメント、

基本的な価値とそのバランス、政策の柔軟性に関し

て、CM/Rec（2018）７による勧告とガイドラインが

公開されている（Council of Europe, 20218）。特に、

６）表現の自由、プライバシー保護、自由な情報の流

通の確保に対しては、Convention on Cybercrime や

Lanzarote Convention において、青少年の表現の自

由を尊重した上でのプライバシー保護を講じることが

規定されている。

EU の全ての関係者に対する青少年保護政策として

は、Better Internet for Children の戦略によりエンパ

ワーメント、基本的な価値とそのバランス、柔軟性に

関連する国際的な啓発政策が加盟国の連携により講

じられている。IGF においては、Dynamic Coalition 

on Child Online Safety の政策報告書、ITU において

は、Child Online Protection のガイドラインの公開、

UNICEF においては、Global Kids Online の国際調査

報告書がその相互関係にあり、それぞれの政策が各機

関におけるインターネットの青少年保護政策の根幹と

なっている。

４．２．国際レベルで青少年保護を講じるための勧告

次に、国際レベルで青少年保護を講じるための勧

告における相互の関係についてみていく（参照：表

２）。APEC を除く各国際機関が、国際的ネットワー

クの強化、国際政策を講じるための情報共有、能力

開発の取組、協調体制の構築等の青少年保護政策を

打ち出している。特に注目したいのは、EU、IGF、

ITU、UNICEF は、ガイドラインや公式レポート等

により、加盟国や国際社会に向けた政策の方向性を示

しているのに対して、COE は、政策の具体的アクショ
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ン と し て Convention on Cybercrime や Lanzarote 

Convention 等の条約により、国際連携による青少年

保護を推進させようとしている。

また、10）国際比較については、EU が Eurobarometer

と名した加盟国に対する世論調査を 2005 年より実施

しており、EU 加盟国の青少年のインターネットの利

用状況を比較分析している（European Commission, 

2006）。また、UNICEF は、Global Kids Online Research 

Initiative による国際規模の青少年のインターネットの

利用動向・意識調査を行っている。この取組では、各国

のインターネット青少年保護政策の情報や最新の調査

データを収集し、それを基にした政策レポートを公開し

ている。さらに、この Global Kids Online は、EU 地域

においてインターネットの青少年保護に取組む研究者

組織である EU Kids Online とも連携しており、それに

参加する 33 か国の研究者との情報共有基盤が構築され

ている。

５．考察

５．１．各国際機関の青少年保護政策の特質

前章で示した OECD 勧告と各国際機関の相互関係

を基に、本章では各国際機関によるインターネット青

少年保護政策の特質を明らかにしたい。先ず、OECD

勧告における全ての関係者に対する青少年保護の原則

に焦点を当てる。この原則はインターネット青少年保

護政策を講じる上で基本となる政策であることから、

APEC を除く各国際機関がガイドラインや公式レポー

トの公開により保護政策を実践している。

注目したいのは、地域的な責務を果たす国際機関

と全世界が政策対象となる国際機関とでは、その政

策の実践方法に違いがみられる。欧州地域諸国を対

象とした政策機関である COE では、Convention on 

表 1：全ての関係者に対する青少年保護の原則に対する各国際機関の相互関係

国際機関

Ⅰ：全ての関係者に対する青少年保護の原則
エンパワーメント 基本的な価値とそのバランス 柔軟性

１）安全な環
境づくり

２）保護者の
サポート

３）エンパワ
ーメント

４）利益と保
護のバランス

５）他の政策
との一環性

６）表現の自由とプライバシー ７）発達を踏
まえた保護

８）ネット中
立性

APEC － － CPEA の越境データ保護が該
当。 －

COE
CM/Rec（2018）７による勧告及びガイドラインが該当。

－ Convention on Cybercrime 及び
Lanzarote Convention が該当。 －

EU Better Internet for Children が該当。
IGF Dynamic Coalition on Child Online Safety の政策報告書が該当。
ITU Child Online Protection のガイドラインが該当。
UNICEF Global Kids Online の調査報告書が該当。

表 2：国際レベルで青少年保護を講じるための勧告に対する各国際機関の相互の関係

Ⅲ：国際レベルで青少年保護を講じるための勧告

国際機関
国際的ネットワークの強化 国際政策を講じるための情報共有 地域的・国際的

能力開発の取組
国際・地域組織
の協調

９）国際連携 10）国際比較 11）年齢層に整
合した政策

12）ネットの環
境変化への適合

13）国際協力に
よる能力育成

14）国際機関と
の協調

APEC －

COE CM/Rec（2018）７における勧告
及びガイドラインが該当。 － CM/Rec （2018）7 による勧告及びガイドラインが該当。

EU Better Internet for Children が 該
当。

Eurobarometer に よ り、 加
盟国に対する世論調査を実
施。

Better Internet for Children が該当。

IGF Child Online Protection の ガ イ ド
ラインが該当。 － Child Online Protection のガイドラインが該当。

ITU Global Kids Online の調査報告書が
該当。 － Global Kids Online の国際政策調査報告書が該当。

UNICEF Global Kids Online Research Initiative による調査報告書が該当。
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Cybercrime や Lanzarote Convention にみられるよう

に、加盟国に対して青少年保護のガイドラインを示す

だけにとどまらずに、実際の青少年保護に関する条

約を加盟国と締結し、法規制を執行するレベルでの

青少年保護を講じている。また、EU では、Strategy 

for a Better Internet for Children に よ り、 加 盟 国

の協力の基での啓発活動を講じている（European 

Commission, 2021a ）。

一方、世界各国を対象とした政策を講じることが

責務となる国際機関においては、各機関におけるガ

イドラインや公式レポートの公開及び勧告文書の公

開がその主な取組となっている。例えば、ITU では、

Child Online Protection の取組において、青少年保護

のガイドラインを公開しているが、このガイドライ

ンは３編あり、保護者と教育者向けのガイドライン

（ITU, 2020b）、政策担当者向けのガイドライン（ITU, 

2020c）、産業界向けのガイドライン（ITU, 2020d）に

分けてガイドラインを提示している。また、UNICEF

もまた産業界向けのガイドラインを ITU と共同して

公開している（ITU & UNICEF, 2015）。

次に、国際レベルで青少年保護を講じるための勧告

に対する各国際機関の相互の関係についてみていく。

APEC を除く他の国際機関において、国際連携、年

齢層に整合した政策、インターネットの環境変化への

適合、国際協力による能力育成、国際機関との協調等

に関する政策的取組が講じられている。

一方で、国際比較に関しては、EU と UNICEF が

取組んでいる。EU では、欧州地域における国際比較

調査を行っている。この調査は、EU の政策執行機関

である欧州委員会（EC）が 2003 年より実施している

Safer Internet Programme の調査プロジェクトとし

て実施しており、青少年のインターネットの利用動向・

意識動向を調査しているものである（１）。OECD（2012）

でも言及されているように、この EU の国際比較調査

は、OECD 勧告の策定過程において先行事例として

レビューされており、両国際機関間での相互の協調的

な協力関係があった。一方、UNICEF の調査は、11

か国の国と地域を対象とした調査であり、世界各国の

青少年のインターネットの利用動向と彼らの意識を調

査しているものである。これらの調査結果は、各政策

機関の青少年保護政策のエビデンスとして活用されて

いる（２）。

OECD 勧告は、国際比較を可能とする指標として

の統計的なフレームワークとして、「リスクへの対処

手法及び政策の影響や効果を共有する」ことの必要性

に言及している。しかし、これらの調査では、青少年

保護政策の効果を比較分析するためのエビデンスを十

分に得ることはできていない。インターネットの青少

年保護政策をさらに進展させるには、国際的な青少年

保護政策の影響評価に取組む必要があろう。

５．２．各国際機関の青少年保護政策の差異とその要因

前節の議論を踏まえて、各国際機関の政策の方向性

の差異について考察したい。各国際機関が講じるイン

ターネットガバナンス、特にインターネットを利用す

る青少年の保護政策に関しては、その機関に課された

役割に応じて政策が講じられている。APEC は、非

公式会議体であることから、協議はあくまで加盟各国

同士のコンセンサス形成が主な目的となっている（山

影 , 1997）。APEC からガイドラインや公式レポート

が公開されていないのは、この様な APEC の組織的

性質があると考えられる。

一方、COE 及び EU は、条約の策定、保護勧告・

ガイドラインの策定、啓発戦略の立案など、加盟国に

対してより実践的な青少年保護の取組を講じている。

これは、COE と EU は、欧州地域における政治・経済・

社会問題に対する政策執行の責務を担っているからで

ある。さらに EU では、国際社会に先駆け、インター

ネットの青少年保護に関する国際比較調査に取組んで

いる。EU が実施した Eurobarometer の調査結果は、

青少年・保護者に対する啓発活動にエビデンスに活用

されている（European Commission, 2008）。従って、

EU には青少年保護政策を施行していくために、現状

を把握するためのエビデンスが必要であったことが考

えられる。

ITU、IGF 及び UNICEF は、ともに国際連合の専

門機関であり、組織の活動目的は政策課題解決に向け

た政治的、経済的、社会的なシステムや制度の決定に



― 43 ―

国際公共経済研究第32号　2 0 2 1 年
International Public Economy Studies Vol. 32 2021

影響を与えることを目的としたアドボカシーにある。

その性格から、青少年保護に関するガイドラインや公

式レポートを公開することにより、各国における青

少年保護の施行と国際連携を促進させることを目指し

ていることが理解できる。また、UNICEF は、Global 

Kids Online Research Initiative の国際比較調査を実

施しているが、この調査が実施された国は、UNICEF

の各国支局若しくは UNICEF と連携する研究機関が

実施している。その調査予算は、国際協力として各国

機関の独自の予算で賄われている（Byrne ＆ Burton, 

2017）。このことから、国際比較調査を実現させてい

くためには、連携する国・実施主体における予算確保

が重要な要素となっていることが類推される。

以上みてきたように、各国際機関の青少年保護政策

は、その機関に求められている役割に応じて取組まれ

ている。求められることは、各国際機関がそれぞれの

役割を補い合って青少年保護政策を協調的に講じて行

くための協力基盤を強化していくことと言えよう。

６．まとめ

本研究では、国際的なインターネット青少年保護の

観点から、OECD 勧告と各国際機関による青少年保

護政策の協調関係を検証した。その結果、各国際機関

は、相互に連携を図りながら、国際的な協議を促進し

たり、ガイドラインの策定や啓発教育によるアドボカ

シー活動を講じたり、青少年の保護のための条約を策

定する等、各国際機関が担うそれぞれの役割に応じた

青少年保護政策が講じられていることが分かった。

しかし、エビデンスに基づく青少年保護政策の重要

性は共通の認識となっているものの、実際にエビデン

スを得るための調査を実施している国際機関は限定的

であった。さらに、OECD 勧告では、政策影響評価

の国際比較が勧告されているが、現行の調査は青少年

のインターネットの利用状況や意識の状況を調査する

ものに留まってた。

では、なぜ国際レベルでの政策影響評価は実施に

至っていないのか、インターネット青少年保護におけ

る政策影響評価は、他の政策分野とどのような差異が

あり、どの様な要因が影響評価の実施上の障壁となっ

ているのかを明らかにすることが必要となるであろ

う。この課題については、これからの研究で取組みたい。

注

（１） EU では、 加盟国におけるインターネット利

用に関する実態調査を継続的に行っている。

2005 年は質的調査として加盟国の子どもを

対象とした面接アンケート調査を実施してお

り（European Commission 2005）、2007 年 は

質的調査として子どもに対して対話形式のイ

ンタビュー調査が行われている（European 

Commission 2007）。2008 年は、保護者に対し

て子どものインターネットの利用状況やその対

策についての実態調査を行っている（European 

Commission 2008）。これらの調査では、主に

青少年のインターネットの利用実態、地域属性、

心理状況、保護者のペアレンタル・コントロー

ルの実施状況及び家庭における教育方針等につ

いて調査が行われている。調査分析結果は、セー

ファー・インターネット・プログラムの施策に

反映されてる（European Commission 2009）。

（２） 日本では、2012 年より、総務省が高校 1 年生

を対象としたインターネット・リテラシー調査

を実施している。この調査は、青少年のインター

ネット・リテラシーの習熟度合いに応じた保護

政策の立案の為のエビデンスを提供することを

目指すものである（齋藤 , 2017）。
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